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一
は
じ
め
に

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
未
曾
有
の
大
凶
作
の
翌
五
年
一
月
、
二
月
、
三
月
と
相
つ

い
で
羽
後
国
佐
竹
領
の
仙
北
郡
前
北
浦
、
つ
い
で
奥
北
浦
地
方
で
お
こ
っ
た
農
民
一
摸
は

そ
の
前
後
の
藩
内
の
動
揺
し
た
政
治
情
勢
と
あ
い
ま
っ
て
藩
政
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え

（
利
且
）

た
。

こ
の
一
摸
の
研
究
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
天
保
五
年
二
月
に
一
藩
士
、
御
膳
番
の
中

（
⑨
色
）

村
伝
五
郎
が
上
書
を
差
出
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
そ
の
内
容
の
要
点
は
あ
と
で

ゑ
る
よ
う
に
知
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
全
内
容
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
な

か
っ
た
。

た
し
か
に
中
村
は
、
当
時
直
接
政
務
の
中
枢
に
は
い
な
か
っ
た
が
、
上
書
提
出
の
時
期

が
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
奥
北
浦
一
摸
の
直
後
の
二
月
二
二
日
に
は
金
易
右
衛
門
の
あ

と
を
う
け
て
、
一
摸
の
あ
い
つ
い
だ
仙
北
郡
の
郡
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
む
ず
か
し
い
局
面

の
処
理
に
あ
た
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
大
凶
作
、
そ
し
て
一
摸
を

め
ぐ
っ
て
い
か
な
る
状
況
認
識
を
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
研
究
を
深
め
る
上
で
一
つ

の
手
が
か
り
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

さ
い
わ
い
近
時
写
本
で
は
あ
る
が
こ
の
上
書
の
写
を
二
つ
相
前
後
し
て
見
出
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
二
つ
の
写
本
は
、
そ
の
あ
と
書
き
か
ら
別
々
の
も
の
か
ら
と
判
断
さ
れ
、
や
は
り

当
時
に
あ
っ
て
も
か
な
り
強
い
関
心
を
も
っ
て
書
留
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
一
つ
は
当
時
の
秋
田
郡
太
田
新
田
村
（
現
北
秋
田
郡
謄
巣
町
栄
太
田
）
で
近
世
後

期
肝
煎
を
つ
と
め
た
り
し
て
村
役
人
ク
ラ
ス
に
あ
っ
た
長
谷
川
家
の
も
の
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
仙
北
郡
角
館
町
の
角
館
佐
竹
北
家
の
給
人
、
千
代
家
の
文
書
の
な
か
に
見
い
出
さ

天
保
五
年
秋
田
藩
の
凶
作
、
一
摸
を
め
ぐ
る
一
藩
士
の
上
書

ｌ
中
村
伝
五
郎
上
書
に
つ
い
て
Ｉ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
村
上
書
は
前
書
を
底
本
と
し
、
右
傍
（
）
に
千
代
家
本
の
そ
れ
を
示
し
て
異
同
を

あ
き
ら
か
に
し
、
末
尾
に
＊
印
で
両
者
の
あ
と
書
き
を
示
し
、
と
く
に
大
き
な
相
違
点
は

注
記
で
示
し
た
。

な
お
句
読
点
を
付
し
、
印
刷
上
の
都
合
か
ら
当
用
漢
字
を
使
用
し
た
。
ま
た
（
×
）
で

示
し
た
と
こ
ろ
は
そ
の
箇
所
に
補
っ
て
入
る
部
分
で
あ
り
、
（
ナ
シ
）
は
千
代
家
本
で
は
そ

の
部
分
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

注
（
１
）
こ
の
一
摸
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
と
し
て
、
秋
田
近
世
史
研
究
会
『
羽
後
に

お
け
る
飢
謹
お
よ
び
一
摸
』
（
秋
田
県
文
化
課
刊
、
一
九
七
四
年
）
。
史
料
紹
介

を
主
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
高
橋
「
天
保
五
年
秋
田
藩
奥
北
浦
一
摸
を
め

ぐ
っ
て
」
（
「
秋
田
高
専
紀
要
」
第
八
号
、
一
九
七
三
年
）
・
「
天
保
五
年
秋
田
藩

前
・
奥
北
浦
一
摸
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
九
号
、
七
四
年
）
。

ま
た
天
保
期
の
全
国
的
な
情
勢
の
な
か
に
こ
の
一
摸
を
位
置
づ
け
た
も
の
に
、

佐
を
木
潤
之
介
編
『
日
本
民
衆
の
歴
史
』
五
（
三
省
堂
、
七
四
年
、
三
三
頁
’

四
○
頁
）
が
あ
る
。

（
２
）
「
根
本
左
司
馬
日
記
」
（
大
館
市
立
図
書
館
栗
盛
文
庫
）
、
お
よ
び
「
八
丁
夜
話
」

（
『
第
１
期
新
田
叢
書
』
。
）
二
七
五
頁
な
ど
。

以
下
右
両
書
よ
り
の
引
用
は
、
「
根
本
日
記
」
、
お
よ
び
「
八
丁
夜
話
」
と
略
記

す
る
。

ニ
中
村
伝
五
郎
上
書

小 高

橋
秀
夫

沼
洋
子
＊

（
一
九
七
五
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
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天
保
五
甲
午
歳
二
月
上
旬
中
村
伝
五
郎
様
御
納
戸
役
中
上
書
写

午
二
月
始
病
中
同
役
江
遣
候
上
書
之
稿

（
×
な
）

不
ハ
レ
在
二
其
位
二
｜
不
し
謀
二
其
政
ヲ
｜
ト
、
去
れ
は
為
人
臣
者
元
よ
り
各
有
し
所
し
司
、
其
職
分

（
常
）

に
あ
ら
さ
れ
は
い
ふ
へ
き
処
に
あ
ら
す
と
い
へ
と
も
、
夫
ハ
平
日
の
定
論
に
し
て
、
国
家

無
事
之
恒
例
也
、
若
不
幸
に
し
て
危
急
の
時
に
逢
ふ
而
も
、
猶
も
口
を
喋
む
へ
き
に
も
あ

ら
さ
れ
は
愚
意
之
趣
左
二
申
上
候

抑
、
去
年
幾
百
年
一
一
も
無
之
凶
作
之
儀
〈
、
今
更
申
上
候
迄
一
一
も
不
相
及
、
右
二
付
去

（
在
）

秋
が
乍
恐
御
上
二
も
種
を
御
苦
労
被
遊
重
き
被
仰
出
も
被
為
有
、
御
領
民
御
救
ひ
不

（
基
）

被
遊
候
而
〈
御
先
代
様
之
御
碁
業
御
承
ヶ
継
被
遊
候
御
領
主
様
之
御
趣
意
も
不
被
為

（
召
）

立
候
義
二
被
思
食
候
よ
り
御
手
元
之
御
事
は
御
野
場
拝
二
御
川
筋
を
も
被
明
置
、
御
謄

（
×
為
）

野
を
始
、
都
而
御
出
も
不
被
遊
、
御
離
子
等
迄
被
止
置
、
尚
御
家
中
三
合
五
夕
一
一
被
成
置
、

（
之
）
（
×
兼
）

御
領
民
迄
報
難
御
忍
ひ
被
遊
候
思
召
よ
り
し
て
、
御
朝
夕
御
膳
菜
も
被
減
置
候
儀
〈
、
実

（
姓
）
（
共
）

二
百
性
と
御
報
難
を
御
供
二
被
成
候
御
仁
恵
よ
り
之
御
儀
と
奉
存
候
、
就
而
〈
御
家
老
衆

（
召
）
（
存
知
）

始
、
向
々
御
役
人
右
之
思
食
を
奉
し
、
日
夜
肺
肝
を
砕
き
、
御
領
民
御
救
之
御
仕
向
之
外

無
他
事
相
見
得
候
共
、
大
坂
表
を
始
、
越
後
辺
に
て
是
迄
御
出
来
之
御
米
を
以
当
秋
新
穀

迄
御
領
民
御
救
ひ
之
御
手
当
、
半
分
に
も
御
行
届
不
可
申
様
相
聞
得
申
候
、
尤
大
和
殿
御
登

坂
之
上
、
御
調
達
も
出
来
可
申
候
得
共
、
大
坂
独
も
壱
統
之
凶
作
二
付
候
而
〈
、
諸
国
か

（
×
し
↑
）
（
君
Ｌ
）

為
登
米
も
甚
不
足
二
相
聞
得
候
、
仮
令
御
金
出
来
候
而
も
、
御
回
米
此
上
御
引
上
被
成
候

上
〈
、
何
を
以
御
家
中
神
二
御
領
民
御
撫
育
被
成
候
哉
、
夫
々
其
向
御
政
事
堪
能
之
御
役

人
も
余
多
御
座
候
故
、
御
領
民
御
殺
不
被
成
候
御
手
配
も
御
行
届
可
申
候
得
共
、
大
坂
二

（
×
に
）

而
御
調
達
出
来
候
而
も
、
萬
一
御
米
御
見
込
丈
ヶ
御
調
六
ツ
ケ
敷
候
段
申
来
候
上
〈
、
御

（
×
ハ
）
（
の
色
）

近
国
二
而
御
買
入
被
成
候
二
も
、
売
米
無
之
相
成
候
〈
、
、
其
節
二
至
り
金
を
積
候
而
も

被
成
方
有
御
座
間
敷
、
此
節
二
御
座
候
得
者
越
後
辺
二
而
随
分
御
買
入
二
相
成
候
得
共
、

（
拝
ナ
シ
）

御
金
操
も
御
六
ツ
ケ
敷
、
江
戸
御
拝
借
金
〈
多
分
大
坂
二
被
遣
候
哉
、
此
表
二
而
此
間
千

（
３
）

五
百
両
位
越
後
へ
被
遣
候
二
も
、
御
勘
定
方
御
町
方
取
合
、
漸
々
被
遣
候
様
之
御
振
合
之
様

（
ハ
）
（
ナ
シ
）

二
内
々
奉
承
知
候
、
石
倉
二
而
三
四
五
百
俵
か
御
有
米
も
無
之
哉
、
尤
五
丁
目
御
蔵
二
者

可
有
之
、
仙
北
〃
積
下
ケ
之
分
も
追
々
可
有
之
、
御
金
迦
而
も
木
山
方
が
此
度
弐
千
八
百

両
位
差
上
其
外
同
処
御
備
二
者
正
銭
井
二
預
ヲ
始
、
御
金
も
有
之
模
様
、
其
他
諸
向
御
備

（
聚
）
（
安
）

幹
二
御
領
中
御
取
集
メ
被
成
候
〈
、
、
猶
又
可
有
之
候
得
共
、
先
シ
者
一
一
今
御
案
堵
無
之

累
卵
之
御
時
節
と
重
畳
恐
入
奉
存
候

諺
二
も
石
城
金
門
帯
甲
百
万
に
し
て
江
海
の
固
メ
有
と
い
へ
と
も
、
無
ハ
レ
糧
不
レ
能
し
守

（
者
）
（
即
）

こ
と
、
是
故
一
一
国
守
之
要
〈
在
リ
ニ
於
蓄
ル
ー
’
し
粟
を
と
申
候
得
共
、
前
文
之
通
り
昨
今
御

（
御
ナ
シ
）

貯
之
御
米
も
無
之
、
大
坂
は
し
め
越
後
辺
二
而
御
買
入
之
御
分
二
而
半
年
之
御
手
当
二
も

（
之
）

御
行
足
り
無
之
様
及
承
申
候
、
私
〈
其
職
分
二
無
御
座
候
得
者
、
実
否
明
細
二
不
存
候
得

（
廻
）

共
、
凡
捨
五
万
石
程
御
回
米
無
之
候
而
者
不
相
成
候
趣
者
去
冬
御
家
老
衆
始
表
方
御
役
人

（
ヲ
）
（
ナ
シ
）

陰
ケ
之
間
御
目
通
之
節
申
上
候
儀
〈
、
私
義
も
御
席
二
相
詰
罷
奉
承
知
罷
有
候
、
右
拾

（
候
）
（
×
者
）

五
万
石
程
無
之
候
得
者
不
相
成
と
申
上
〈
、
御
取
調
大
概
之
御
積
り
独
も
ど
ふ
ｌ
、
之
御

振
合
か
〈
不
存
候
得
共
、
愚
案
ヲ
以
相
考
候
得
者
、
臂
〈
御
領
内
四
拾
余
万
之
人
別
に
致

（
×
者
）

候
而
、
右
之
内
仙
北
三
郡
〈
如
何
様
共
、
当
新
穀
迄
取
続
之
扶
持
方
湯
二
も
粥
一
一
も
有
之

（
数
）
（
ナ
シ
）

候
と
見
込
候
而
、
下
三
郡
一
一
而
残
人
別
弐
拾
万
人
程
と
見
候
時
〈
、
右
人
別
へ
壱
日
壱
人

二
付
三
合
五
夕
平
均
に
御
宛
行
被
成
候
得
者
、
拾
人
三
升
五
合
、
百
人
三
斗
五
升
殉
千
人

（
×
に
て
）

三
石
五
斗
、
万
人
三
拾
五
石
、
拾
万
人
三
百
五
拾
石
、
弐
拾
万
人
七
百
石
〈
壱
日
之
飯
料

一
一
御
座
候
得
者
、
十
日
之
七
千
石
、
壱
ヶ
月
弐
万
口
千
石
、
是
を
二
月
よ
り
九
月
ま
で
都

合
八
ケ
月
一
一
致
候
得
者
拾
六
万
八
千
石
二
相
成
候

（
躰
）

右
之
内
大
体
七
万
石
前
後
〈
是
迄
大
坂
笄
一
一
越
後
近
辺
二
而
御
買
立
ニ
相
成
候
様
二
及

承
候左

候
得
老
残
九
万
八
千
石
位
御
不
足
之
分
二
も
御
座
候
哉
と
奉
存
候
、
然
ル
時
〈
此
俵

数
既
二
三
拾
万
俵
余
御
座
候
得
ば
、
此
二
買
入
之
御
金
高
拾
六
七
万
両
位
二
も
可
相
至
哉
、

旧
冬
〃
大
坂
に
て
出
来
候
御
金
高
五
七
万
両
御
座
候
様
相
聞
得
候
得
共
、
夫
〈
是
迄
御
買

（
之
ナ
シ
）

入
之
御
米
之
代
二
相
成
り
候
積
二
致
候
時
〈
、
今
申
上
候
拾
六
七
万
両
位
〈
此
上
之
御
調

（
×
々
）
（
ナ
シ
）

達
二
相
成
候
御
分
二
御
座
候
、
尤
是
迄
積
年
之
御
物
入
御
用
度
二
付
候
而
ハ
、
莫
太
之
御

借
財
之
上
と
奉
承
知
候
得
〈
、
中
々
容
易
之
儀
一
署
有
之
間
敷
候
得
共
、
此
度
之
儀
者
御

直
書
被
預
ケ
置
、
大
和
殿
御
登
坂
に
て
御
蔵
元
共
へ
重
く
被
仰
含
候
事
故
、
御
館
入
共
に

（
続
之
）

於
て
も
深
く
勘
弁
早
速
御
請
に
も
可
相
成
候
得
共
、
近
年
不
作
積
候
処
、
昨
年
諸
国
凶
作

二
付
、
向
々
為
登
米
も
去
暮
至
而
不
足
之
時
節
と
及
承
候
得
者
、
此
上
既
二
三
拾
万
俵
程

（
廻
）
）

之
御
回
米
首
尾
能
都
合
可
参
候
哉
、
世
見
し
ら
ぬ
私
之
管
見
を
以
〈
甚
以
無
覚
束
、
恐
入

奉
存
候

（
然
ハ
ナ
シ
）

然
〈
丈
夫
ヲ
御
謀
り
被
成
候
一
天
、
大
坂
表
之
儀
〈
大
和
殿
へ
御
委
任
被
成
候
而
、
夫

（
六
字
ナ
シ
）
（
ナ
シ
）

〈
後
詰
二
被
成
被
為
成
候
丈
ケ
何
国
一
一
而
も
米
さ
へ
有
之
処
二
而
手
詰
之
御
備
二
御
買
入

（
ナ
シ
）

被
成
置
候
而
、
御
領
民
之
露
命
御
継
被
成
候
御
手
格
御
座
候
様
二
仕
度
奉
存
候
、
商
人
〈

国
家
之
為
に
計
ル
も
の
に
は
無
之
、
壱
分
ｊ
、
之
利
ヲ
遂
候
も
の
一
一
御
座
候
得
者
、
利
さ

へ
あ
た
へ
候
得
老
謄
の
こ
と
く
揚
り
、
舟
車
之
至
る
処
転
漕
セ
さ
る
事
有
之
間
敷
、
去
年

昭和50年2月
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が
奥
羽
之
間
、
別
而
凶
作
と
申
儀
〈
天
下
壱
統
江
響
候
事
二
御
座
候
得
者
、
大
坂
方
越
後

（
富
有
商
人
）
（
利
を
）

辺
ま
て
之
商
人
冨
有
大
買
釣
ら
ん
た
め
二
は
買
込
置
候
族
も
可
有
之
候
得
共
、
御
国
元
へ

運
送
さ
へ
致
候
得
〈
、
な
ん
て
も
利
潤
を
得
候
事
二
知
ら
し
め
、
何
分
二
も
湊
ま
て
運
送

参
候
様
御
手
配
被
成
候
様
二
仕
度
奉
存
候
、
尤
御
金
繰
等
之
儀
〈
預
ら
ざ
る
私
、
不
存
候

事
二
者
御
座
候
得
共
、
も
し
御
難
渋
二
も
御
座
候
〈
、
、
去
秋
中
被
仰
出
之
内
に
も
武

器
之
外
仮
令
御
重
器
た
り
共
御
手
放
被
成
候
而
も
、
御
領
民
御
救
ひ
不
被
成
候
而
者
不
被

為
成
御
趣
意
も
御
座
候
得
者
、
此
時
二
被
為
置
御
重
器
之
内
御
手
放
被
成
候
而
〈
御
実

（
諭
）
（
感
レ
ス
神
ヲ
）

心
上
之
被
仰
渡
二
寄
候
而
者
、
至
誠
感
セ
シ
ム
神
と
申
候
得
者
、
御
家
中
〈
不
及
申
、
御

（
姓
）
（
×
を
）

百
性
町
人
一
一
至
る
ま
て
落
涙
感
悟
に
相
至
り
、
衣
服
調
度
に
至
ル
ま
て
差
出
候
心
得
一
一
も

（
筋
）

可
相
成
、
全
く
言
葉
を
か
さ
り
無
理
二
被
成
候
儀
一
天
無
之
、
今
日
迄
銘
々
其
家
業
を
安

（
ｘ
シ
）
（
地
）
ヨ
ク

し
、
先
祖
之
祭
を
営
ミ
、
妻
子
を
扶
助
大
平
之
化
に
浴
し
候
〈
、
皆
是
上
之
御
恩
沢
二

御
座
候
得
者
、
家
財
道
具
に
至
ま
て
皆
以
御
恩
賜
に
御
座
候
得
者
、

上
之
御
諭
し
に

（
其
節
）
（
×
を
）
（
程
之
心
行
）

寄
候
而
者
一
命
二
指
上
候
心
得
も
相
成
候
、
匹
夫
下
賤
と
い
へ
と
も
和
漢
珍
し
か
ら
す
、
ま
し

て
や
金
銀
之
貯
あ
る
者
井
衣
服
調
度
に
お
い
て
お
や
、
可
キ
レ
愛
非
ヤ
レ
君
、
可
キ
レ
畏
非
ヤ
レ

民
衆
非
ハ
レ
之
后
何
ソ
戴
カ
ン
后
非
ハ
レ
衆
閂
シ
ニ
与
二
守
こ
と
邦
ヲ
、
御
領
中
ハ
上
之
御
仕
向

（
ナ
シ
）

次
第
に
て
己
レ
ノ
、
を
御
救
ひ
之
為
故
に
御
苦
柄
被
成
置
候
儀
を
深
く
勘
弁
仕
候
〈
、
、
幾

千
万
両
〈
価
之
品
二
而
也
可
有
之
、
因
循
姑
息
〈
有
御
座
間
敷
候
得
共
、
大
坂
斗
り
御
当

二
被
成
候
と
申
か
、
又
〈
同
処
方
越
後
近
辺
迄
之
津
々
浦
々
商
家
之
売
米
時
日
後
二
相
成

（
兼
）

リ
、
諸
国
へ
被
買
取
、
御
買
入
被
成
置
候
御
場
合
二
相
至
り
候
而
〈
、
金
銀
珠
玉
Ｊ
帥
茄

（
時
之
）

る
珍
宝
有
之
候
而
も
磯
に
臨
ミ
候
而
〈
食
用
二
は
相
成
間
敷
、
民
〈
可
二
共
二
守
ル
｜
成
ヲ

難
共
二
謀
始
。
別
而
町
家
之
振
合
な
と
〈
、
小
間
居
之
も
の
此
節
漸
を
露
命
を
繁
き
候
斗

り
、
不
便
之
次
第
申
斗
り
無
之
候
得
共
、
余
力
有
る
も
の
〈
手
廻
り
之
口
〈
上
江
任
セ
、

（
×
商
ひ
）

金
銀
財
宝
貯
有
之
、
銭
さ
へ
出
候
得
は
、
食
物
〈
向
隣
一
一
も
連
綿
有
之
候
故
、
腹
を
鮫
シ

《
４
母
）

候
苦
労
を
も
不
奉
存
、
金
銭
財
宝
手
放
候
心
得
も
無
之
、
実
二
飢
餓
に
相
廻
候
者
〈
、
其

（
蕊
）

時
始
而
金
銀
も
財
宝
も
指
上
候
而
も
一
命
を
継
ぎ
申
度
心
に
可
相
成
、
幾
死
而
求
ム
活
ヲ

卜
謂
へ
し
、
渇
ソ
而
鑿
ル
レ
井
鑛
而
種
ニ
レ
粟
ヲ
臂
之
如
し

（
×
御
救
ひ
之
）

不
二
亦
晩
一
乎
、
今
之
急
務
は
萬
事
を
拠
て
御
領
民
御
救
に
あ
り
、
御
領
民
之
本
は
食
を

（
×
事
）

足
に
あ
り
、
食
を
足
す
の
謀
〈
、
商
家
の
米
穀
を
し
て
此
処
へ
転
漕
す
る
に
あ
り
、
是
を

転
漕
す
る
の
実
〈
民
の
心
ヲ
得
ル
に
あ
り
、
民
の
心
を
得
る
の
道
〈
君
上
と
執
政
之
人
に

（
ナ
シ
）

あ
り
、
大
萬
模
日
、
徳
ハ
是
レ
善
政
。
善
政
〈
在
リ
レ
養
レ
民
ヲ
と
い
へ
り
、
民
を
養
ふ
〈

政
教
に
あ
り
、
政
教
〈
仁
義
に
あ
り
、
仁
義
を
本
と
し
て
利
を
商
家
に
与
へ
は
転
漕
に
至

（
目
Ｊ
）
イ
刑
膿
０
マ

ヘ
し
、
古
人
有
言
、
夫
商
買
之
趨
レ
利
二
也
、
速
二
子
ヲ
子
モ
不
し
暹
顧
ニ
レ
父
ヲ
共
用
こ
と

智
也
、
道
術
之
士
モ
且
不
し
能
し
及
焉
、
其
行
険
二
弗
灌
也
、
雌
モ
ニ
寶
育
ト
｜
且
不
能
過
之
、

》
」
、
歩
」

商
買
之
従
二
事
ス
ル
於
貨
利
二
｜
如
レ
此
、
其
用
し
心
如
此
若
ソ
↓
一
之
何
一
争
テ
レ
利
ヲ
而
能
勝
之

者
自
レ
古
未
ダ
ニ
之
聞
一
と
い
へ
り

（
姓
）

然
〈
即
チ
仁
義
之
思
召
を
以
御
領
民
御
救
ひ
之
た
め
御
重
器
御
手
放
、
御
家
中
始
百
性

（
虞
Ｕ
）

町
人
ニ
至
る
迄
、
上
下
之
人
心
一
和
致
し
、
銘
々
貯
申
候
〈
勿
論
、
衣
服
調
度
に
至
迄
拠

候
て
も
、
商
人
之
米
穀
を
し
て
転
漕
セ
し
め
候
御
仕
向
に
被
成
候
様
二
仕
度
奉
存
候
、
夫

（
常
に
相
倍
候
利
を
）

し
も
常
々
に
相
続
き
候
利
を
商
人
に
被
取
可
申
候
得
共
、
此
凶
作
二
御
備
無
之
候
得
は
無

御
拠
次
第
二
奉
存
候

仮
令
銘
々
器
物
ま
て
手
放
候
而
も
、
御
領
民
御
霞
し
さ
へ
不
被
成
候
得
は
、
年
々
豊
凶

（
廻
）
（
続
）

も
天
地
之
間
回
り
合
候
も
の
｝
一
而
不
作
辿
も
幾
年
も
継
ぎ
申
間
敷
、
上
下
之
人
心
一
和
致

（
し
ナ
シ
）
（
承
及
申
候
）

候
得
〈
、
人
事
之
得
失
に
依
て
気
化
し
盛
衰
に
係
候
次
第
も
有
之
と
申
候
、
御
領
民
此
上

多
く
餓
死
候
而
者
御
先
代
様
江
之
御
孝
道
公
儀
江
之
御
務
、
御
他
領
江
御
対
し
末
代
迄
之

御
恥
辱
御
取
戻
難
被
成
儀
と
奉
存
候
、
古
人
も
君
恥
か
し
め
ら
る
上
時
〈
臣
死
と
申
候
、

（
に
）

自
然
君
上
之
御
恥
辱
と
も
被
為
当
候
御
場
合
二
候
得
は
、
御
家
中
始
御
領
民
迄
も
死
力

（
候
）

を
尽
し
不
申
候
得
は
不
相
済
る
く
当
然
之
筋
二
御
座
候

（
ナ
シ
）

況
や
金
銀
財
宝
等
〈
何
か
惜
承
可
申
や
、
抑
申
上
候
迄
も
無
御
座
候
得
共
、
御
国
は
他

（
×
由
子
）

邦
に
稀
な
る
上
国
二
而
米
国
と
世
上
壱
統
唱
候
事
に
て
、
金
銀
銅
鉛
〈
山
よ
り
出
、
田
野

（
一
）

に
は
五
穀
多
く
山
林
之
余
勢
、
魚
塩
之
利
、
誠
に
天
府
の
国
と
も
謂
つ
く
し
、
夫
を
去
年

の
凶
作
に
て
如
斯
二
至
候
〈
、
天
災
と
〈
乍
申
、
畢
寛
我
人
共
二
太
平
之
化
に
浴
し
、

（
ウ
イ
）
（
ナ
シ
）

ち
い
報
難
ヲ
も
忘
れ
候
様
ニ
相
成
、
自
然
花
美
之
風
俗
二
も
推
移
り
油
断
致
候
罰
と
、
今

（
俗
に
も
）

更
天
之
戒
メ
畏
入
申
候
、
自
今
以
後
〈
決
し
て
質
素
之
風
に
相
改
り
可
申
候
得
共
、
一
統

（
×
を
）
（
も
）
（
唯
）

凶
年
之
備
迄
も
油
断
な
く
。
禍
転
し
て
後
々
の
福
に
と
可
相
成
候
得
共
、
只
恐
入
奉
存
候

〈
、
此
御
場
合
一
一
而
、
此
上
御
領
民
儀
餓
多
く
候
而
〈
、
今
日
死
た
る
者
之
又
生
返
候
者

（
は
）
・
・
（
×
ひ
）

無
之
、
是
の
承
歎
き
候
而
も
猶
あ
ま
り
候
事
二
奉
存
候
、
右
二
付
候
而
も
、
利
を
以
て
争
か

（
姓
）
（
連
）
・
コ
モ
ノ
ｃ
、
ト
ッ
テ

た
き
〈
全
く
商
人
斗
り
に
無
之
、
御
百
性
迄
も
右
之
通
二
御
座
候
、
上
下
交
々
征
し
利
ヲ

ア
ャ
ウ
（
は
）
（
と
）
（
処
）

国
危
卜
孟
子
も
第
一
番
に
利
の
害
を
被
仰
候
、
夫
利
く
天
地
之
所
レ
載
也
、
万
物
の
所
し
生

也
、
人
民
之
所
レ
取
な
り
、
如
シ
壱
人
專
ス
ル
レ
之
則
〈
災
必
及
プ
レ
之
、
所
謂
君
之
利
く
非
忘

二
（
也
）

上
檀
ス
ル
ニ
其
利
ヲ
｜
之
謂
上
之
以
テ
ニ
民
利
一
ヲ
為
レ
ス
ル
利
卜
之
謂
也
、
夫
君
ハ
父
母
也
、

》
』
０
〆
』

民
〈
子
也
、
未
し
有
二
子
冨
而
父
母
貧
一
者
也
、
且
利
ハ
人
之
所
二
同
欲
一
也
、
小
人
之
好
レ
利

甚
シ
ニ
於
奔
馬
ヨ
リ
｜
美
、
惟
タ
君
子
ハ
以
レ
義
制
ス
レ
事
ヲ
以
レ
礼
制
し
心
如
シ
不
ソ
レ
先
セ
レ
利
レ

ス
ル
こ
と
民
ヲ
》
而
上
之
人
務
メ
テ
自
ラ
利
ス
ル
、
則
ハ
民
怨
ム
こ
と
二
其
上
ヲ
｜
如
シ
ニ
讐
敵
ノ
｜
、

秋田高専研究紀要第10号
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（
如
）
（
ナ
シ
）

君
焉
り
得
独
享
ル
二
こ
と
其
利
一
乎
、
是
故
利
し
国
ハ
莫
苦
レ
利
し
民
利
民
必
自
レ
農
始
ル
古
之

（
守
）

道
也
と
い
へ
り
、
今
之
時
に
当
っ
て
郡
宰
ダ
ル
人
、
正
大
誠
実
之
心
ヲ
以
上
之
御
仁
恵
之

（
才
）

思
召
之
能
々
下
々
へ
通
候
様
二
お
し
弘
メ
不
申
候
て
、
利
心
方
口
を
是
と
し
て
、
権
謀
術

数
簿
ぺ
一
蓄
之
人
民
皆
愚
二
あ
ら
す
、
豈
欺
得
ん
や
、
虎
の
恕
る
く
ぁ
た
る
へ
か
ら

す
、
人
心
壱
度
動
か
は
大
水
之
寄
か
如
く
推
止
る
事
を
得
ん
や
、
斯
民
ハ
所
以
三
代
之
直

道
行
也
卜
御
座
候
得
者
御
先
代
様
方
直
道
を
以
御
治
メ
被
遊
候
御
領
民
二
御
座
候
、
被
仰

〈
し

諭
二
寄
候
而
者
、
争
か
騒
立
可
申
哉
、
威
徳
賞
罰
〈
治
国
之
大
権
也
、
人
主
之
所
レ
乗
也
、

為
政
而
無
権
、
錐
小
国
且
猶
不
可
治
、
況
ャ
大
国
乎
、
凡
君
〈
執
二
生
殺
之
権
一
者
也
、
筍

ノ
ソ
マ
ハ

モ
執
し
此
ヲ
以
薑
レ
民
二
何
ノ
賞
罰
ヵ
之
レ
不
一
可
レ
行
哉
、
雌
し
令
治
レ
国
一
者
豈
二
独
不
レ

（
徳
）

能
し
行
二
賞
罰
於
民
一
哉
ト
イ
ヱ
リ
、
然
〈
御
威
権
之
弐
ツ
ヲ
以
是
ヲ
案
堵
セ
し
め
、
是
を

（
事
）
（
に
）

畏
れ
し
め
不
申
候
而
〈
、
何
れ
之
世
い
つ
れ
之
年
独
も
不
相
成
候
、
増
し
て
前
々
申
上
候

通
り
、
幾
百
年
二
も
無
之
非
常
之
御
場
合
二
御
座
候
得
者
、
非
常
之
御
賢
慮
を
御
凝
し
、

片
時
も
御
案
閑
と
御
油
断
被
遊
候
御
時
節
二
有
御
座
間
敷
奉
存
候
、
舜
禺
之
間
さ
へ
后
克

（
乃
）
ヲ
サ
マ
ル

く
難
シ
ニ
其
后
ヲ
｜
臣
克
難
其
臣
政
及
交
黎
民
敏
徳
ス
ト
い
へ
り
、
聖
々
相
継
ぐ
之
間
さ
へ
君

と
し
て
敢
て
君
た
る
の
道
を
易
す
と
セ
す
、
臣
と
し
て
〈
敢
て
臣
た
る
の
道
を
易
し
と

（
×
せ
）

セ
す
、
夙
夜
抵
ミ
惚
れ
て
各
務
め
て
其
す
へ
き
処
の
道
を
尽
し
、
故
に
其
政
事
能
く
治

り
、
民
善
に
化
し
て
止
む
へ
か
ら
さ
る
も
の
あ
り
、
然
〈
上
之
御
仁
風
高
峯
沙
吹
卸
す
春

ナ
ヒ
キ
ア
マ
ネ
ク
（
×
蓮
）

風
の
如
く
な
ら
は
、
何
レ
の
民
か
廃
き
随
わ
さ
ら
ん
や
、
好
生
之
徳
治
二
千
民
心
一
不
犯
サ

（
以
来
）

有
司
ト
不
申
候
や
、
然
ル
ー
此
凶
作
の
事
起
候
巳
年
、
動
も
す
れ
は
御
領
内
騒
立
候
事
有

（
江
）

之
、
多
人
数
徒
党
を
催
し
、
去
秋
湊
町
二
起
り
、
今
春
ハ
仙
北
に
起
り
候
〈
、
畢
寛
上
之

難
有
思
召
之
下
へ
通
し
兼
候
故
に
可
有
之
奉
存
候
、
此
度
之
騒
立
も
虚
実
は
不
存
候
得
共

（
ナ
シ
）

及
承
候
訳
柄
に
候
得
者
、
郡
方
方
旧
冬
村
々
へ
申
渡
候
老
、
当
三
月
迄
三
合
宛
之
扶
持
二

（
江
ナ
シ
）
（
×
｝
こ

Ⅲ
四
月
五
月
〈
七
八
合
二
可
改
、
如
斯
取
調
余
米
〈
上
々
江
被
差
上
候
様
申
渡
候
故
、
何

（
×
又
）
（
ナ
シ
）

れ
も
飯
料
之
分
差
出
候
よ
し
、
然
ル
処
、
先
達
而
又
申
渡
候
者
、
三
月
迄
三
合
扶
持
一
両

（
よ
り
）
（
上
）
（
×
｜
こ
（
姓
共
）
（
と
）

四
月
迄
之
分
一
円
上
江
差
出
候
様
申
渡
候
処
、
百
性
打
寄
り
、
根
源
が
申
渡
相
違
二
相
成
、

（
す
）
（
ナ
シ
）
（
×
し
）

私
共
を
た
ま
し
し
か
し
被
成
候
御
手
段
と
相
見
得
候
、
是
〈
上
之
御
存
知
被
遊
候
事
に
も

有
之
間
敷
、
畢
寛
中
程
に
居
候
役
人
之
仕
業
二
而
、
唯
に
居
候
得
者
皆
饅
命
二
及
候
外
無

（
×
し
巳
）

之
、
依
而
久
保
田
へ
登
り
上
江
申
上
候
外
無
之
申
合
、
仙
北
郡
長
野
村
御
役
屋
へ
四
千

（
兵
衛
）
（
哉
）

人
余
相
集
り
、
詰
合
役
人
鎌
田
順
蔵
へ
申
聞
、
同
人
取
扱
二
相
及
兼
候
や
、
其
内
弐
千
人

（
参
）
（
ナ
シ
）

斗
り
久
保
田
へ
相
登
り
候
辿
、
花
立
村
迄
参
候
処
、
同
処
一
一
而
舟
渡
之
綱
を
切
り
、
渡
を

（
×
差
）

先
留
候
故
、
水
勢
も
強
き
時
節
、
無
拠
猶
予
致
候
処
へ
、
其
向
役
人
駆
付
、
漸
々
申
諭

（
侯
）
（
メ
）
（
い
つ
こ
よ
り
）

御
城
下
へ
参
る
事
〈
相
止
ミ
候
よ
し
、
如
斯
人
気
従
服
不
致
候
而
者
、
此
上
二
も
何
国
方

か
又
候
騒
立
候
も
難
斗
、
左
様
御
座
候
而
者
皆
以
御
名
目
二
被
為
拘
、
御
威
徳
共
二
不
被

（
之
）

為
立
御
趣
意
二
も
被
為
当
候
哉
と
深
く
恐
入
奉
存
候
、
去
レ
ハ
五
子
子
歌
一
一
も
皇
祖
有
し
訓
、

（
邦
）
カ
タ
ヤ
ス
ル
ー
（
婦
）

民
可
レ
近
不
レ
可
レ
下
、
民
〈
惟
国
の
本
、
本
固
メ
邦
寧
ン
ス
、
予
観
二
天
下
之
愚
夫
愚
夫
一

ル
ヲ
モ

ー
ニ
能
勝
タ
ン
レ
予
、
一
人
三
失
怨
豈
在
レ
明
不
し
見
、
是
し
図
ル
、
予
臨
ソ
テ
二
兆
民
二
｜
凛
乎
メ

（
若
）
（
×
六
）
ル
（
上
）
（
ナ
）
（
ナ
シ
）

苦
三
朽
索
之
二
罵
馬
一
為
二
人
主
一
者
〈
奈
何
不
敬
、
又
日
明
々
ダ
ル
我
租
萬
邦
之
君
也
、
有
し

（
典
）
．
ナ
ン
ソ
（
万
姓
）
（
ヲ
）
（
×
予
）
タ
レ
ニ
カ

曲
有
し
則
胎
ス
其
子
孫
一
一
、
又
日
鳴
呼
昌
帰
予
懐
之
悲
ム
、
百
性
仇
ト
ス
、
予
二
将
二
晴

ン
チ
ク
チ
（
追
）

依
一
欝
陶
ト
メ
乎
、
予
ヵ
心
顔
厚
二
有
二
紐
泥
一
弗
レ
慎
二
其
徳
一
雄
レ
悔
可
レ
進
や
と
御
座
候

（
×
以
）
（
×
二
）
（
と
）

得
者
、
民
の
心
服
セ
す
し
て
力
を
争
ふ
事
は
天
子
之
御
威
光
て
も
参
か
た
き
儀
者
相
見
得

（
×
江
）

候
、
愚
意
を
以
見
候
時
者
、
人
気
御
静
メ
被
成
候
は
、
其
人
を
御
撰
被
成
候
而
、
六
郡
壱

ソ
ク

（
ナ
シ
）

人
宛
郡
奉
行
被
居
置
、
自
身
先
立
其
属
役
之
面
々
に
至
る
ま
て
其
支
配
処
／
、
之
郡
村
を

（
馳
）
（
御
ナ
シ
）

駆
廻
り
誠
心
精
力
を
尽
し
上
之
御
思
召
を
頭
に
載
き
按
撫
致
候
〈
、
、
仮
令
腹
を
す
か
し

候
而
も
難
有
心
服
致
候
〈
、
、
騒
立
候
事
〈
勿
論
、
自
然
手
配
も
行
届
磯
餓
を
免
候
者
も

（
×
０
１
）

可
有
之
、
惟
治
乱
は
在
二
庶
官
｝
申
候
得
者
、
治
る
も
乱
る
も
取
扱
之
人
之
得
失
に
可
有

（
巳
レ
ノ
、
）
（
ナ
シ
）
（
御
受
来
候
）
（
７
）

之
候
、
わ
れ
ノ
、
戒
を
請
来
し
郡
宰
居
候
而
世
話
致
候
得
者
、
御
領
内
無
事
二
可
有
之
奉
存

（
ナ
シ
）

候
、
尤
追
々
無
事
安
康
之
御
時
節
に
相
至
り
候
翻
り
、
右
御
役
被
止
置
御
勘
定
方
へ
御
纒

（
少
」
）

ひ
被
成
候
儀
者
何
分
二
も
其
時
之
御
振
合
次
第
二
奉
存
候
、
其
心
を
得
れ
は
治
り
、
其
心

（
ナ
シ
）

を
失
へ
は
乱
る
、
唯
今
二
而
者
人
気
動
揺
不
致
候
御
仕
向
き
く
大
節
と
奉
存
候
、
尤
私
如

（
×
得
共
）
（
為
）
（
貞
）

き
申
上
候
も
恐
入
奉
存
候
、
鳴
呼
不
慮
胡
獲
不
成
胡
成
一
人
之
良
萬
邦
以
奥
ス
ト
申
候
得

者
、
況
や
御
領
中
之
儀
〈
上
之
御
眼
子
一
陽
上
り
て
萬
物
を
照
か
こ
と
く
御
掌
握
ニ
御
覧

（
×
二
）

被
遊
候
様
、
誠
恐
誠
僅
奉
願
上
候
御
儀
と
奉
存
候
、
昔
師
曠
対
二
晋
君
一
一
一
日
、
良
君
将
サ
ニ

ヲ
、
フ
コ
。
卜

賞
ス
レ
善
而
刑
セ
ン
ト
｝
し
淫
ヲ
養
レ
民
如
レ
子
蓋
之
如
レ
天
、
（
容
ル
ル
レ
之
ヲ
如
レ
地
ノ
）
民
奉
二
其
君
一
愛

こ
と
し
之
如
二
父
母
一
、
仰
テ
レ
之
如
一
一
日
月
一
敬
し
之
如
二
神
明
一
畏
レ
之
如
二
雷
霊
一
、
夫
君
社

漫
之
主
一
一
而
民
之
望
也
、
下
略

右
之
通
二
御
座
候
得
者
、
御
領
民
之
安
危
〈
御
上
之
御
心
に
御
座
候
而
、
御
精
力
御
尽

（
而
）

し
不
被
遊
候
得
者
、
不
被
為
成
御
儀
と
奉
存
候
、
御
精
力
御
尽
し
被
遊
候
〈
、
、
思
召
通

（
被
成
候
〈
、
）
（
ナ
シ
）

御
成
就
二
可
相
成
、
御
成
就
不
被
成
候
〈
、
、
幾
度
も
御
家
老
衆
〈
固
よ
り
、
表
方
御
側

（
処
）

方
之
所
存
不
残
御
聞
被
遊
候
御
儀
と
奉
存
候

（
殿
繰
）
（
ひ
ナ
シ
）
（
一
）

先
年
壱
岐
守
様
御
取
纒
ひ
中
さ
へ
、
御
家
中
壱
統
へ
仮
令
等
を
越
候
而
も
所
存
有
之
者

（
ナ
シ
）

〈
申
上
候
様
二
被
仰
渡
候

（
更
ナ
シ
）
（
御
ナ
シ
）
（
×
’
一
）

猶
更
此
御
時
節
広
く
言
語
ヲ
御
開
き
御
家
中
之
所
存
有
之
も
の
は
申
上
候
様
、
疾
ク
汐

昭和50年2月
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仮
令
格
別
之
心
附
申
上
候
者
無
之
候
而
も
左
様
ニ
公
平
に
被
成
置
候
〈
、
、
欝
蔽
を
抱
候

（
有
）
（
×
ハ
）

も
の
在
之
間
敷
、
他
処
他
国
之
者
に
無
之
、
同
く
御
家
頼
へ
御
謀
被
遊
候
事
、
全
く
御
恥

（
ナ
シ
）
（
×
行
）

辱
之
御
筋
合
二
は
毛
頭
無
之
、
是
等
精
々
無
残
処
御
尽
被
遊
候
而
も
、
御
救
に
御
届
無
之

餓
死
出
候
義
〈
、
無
御
拠
儀
と
奉
存
候
、
是
ま
て
御
城
下
三
ケ
処
の
御
施
行
小
屋
二
而
斗

（
凡
ナ
シ
）
（
沢
ナ
シ
）

り
凡
千
人
余
之
死
人
と
相
聞
申
候
、
其
他
御
領
内
深
山
沢
入
等
に
て
、
幾
百
人
に
可
有
御

座
候
哉
、
下
仙
北
男
鹿
村
々
御
救
ひ
米
拝
領
之
者
、
尤
糧
も
可
有
之
候
得
共
、
壱
日
壱
合

の
御
宛
行
も
有
之
様
及
承
申
候
、
尤
御
米
御
不
足
な
れ
は
無
是
非
事
二
御
座
雛
料
共
、
壱

合
二
而
者
長
く
助
り
候
者
に
〈
在
之
間
敷
、
院
内
近
村
斗
り
に
て
も
右
壱
合
つ
入
被
下
候

人
余
）

者
六
千
余
人
と
及
承
申
候
、
此
上
重
職
之
方
に
て
も
被
仰
付
、
御
領
内
相
廻
り
上
之
思
召

（
腿
ナ
シ
）

被
仰
諭
御
按
撫
被
成
置
候
は
上
、
騒
立
之
事
も
有
之
間
敷
、
仙
北
辺
余
米
有
之
も
の
〈
指

（
と
ナ
シ
）
（
御
ナ
シ
）

上
可
申
候
哉
と
一
統
申
唱
と
及
承
申
候
、
御
領
中
二
御
座
候
者
い
つ
も
御
蔵
に
御
座
候
御

分
も
同
し
事
二
御
座
候
、
御
他
領
よ
り
御
買
入
之
義
は
最
第
一
卜
奉
存
候
、
山
本
郡
男
鹿

（
ス
》
）
カ
ン

杯
の
畿
餡
を
相
凌
候
躰
、
誠
二
今
日
二
相
迫
り
御
救
を
相
待
候
あ
り
さ
ま
、
大
旱
之
雨
を

望
む
処
に
は
無
之
、
危
急
倒
懸
之
苦
ミ
と
相
聞
得
申
候
、
一
体
之
儀
者
、
私
〈
実
地
に
臨

候
事
二
者
無
之
候
故
、
聞
取
之
棚
鋸
も
難
斗
候
得
共
、
其
処
〈
向
を
御
尋
被
遊
候
得
者
相

分
り
可
申
と
奉
存
候

（
聖
日
）
（
×
の
）

不
省
之
私
御
側
之
端
一
一
も
罷
有
、
見
聞
之
処
不
申
上
候
而
者
隠
す
事
な
き
本
文
二
も
相

背
き
候
間
、
申
上
度
相
認
申
候
、
以
上

器
右
之
通
り
相
認
被
指
上
候
よ
し
之
処
、
御
直
書
ヲ
以
御
同
人
へ
被
仰
渡
候
由
、
右
御
書

付
左
一
一
写

此
度
郡
奉
行
申
付
候
儀
〈
、
仙
北
郡
先
頃
両
度
之
騒
立
、
人
気
取
鎮
メ
不
申
候
而
〈
不

容
易
儀
二
付
、
無
拠
手
離
申
付
候
、
存
慮
之
儀
は
兼
而
心
得
候
通
二
候
問
、
支
配
処
之
も

の
共
案
堵
致
候
様
心
肝
を
砕
き
可
相
勤
候

所
存
有
之
者
〈
難
有
、
無

届
候
力
〈
出
可
申
奉
存
候

（
疲
）
ル
ト
二

被
仰
出
候
御
儀
二
も
可
有
御
座
哉
と
奉
存
候
、
古
へ
の
聖
人
さ
へ
謀
二
蒋
莞
一
御
座
候
、
堯

カ
ン
カ
ウ
（
ナ
シ
）
（
と
）
（
ニ
ナ
シ
）

二
諌
鞁
あ
り
、
舜
に
誹
誘
之
木
あ
り
、
御
役
人
斗
器
量
之
有
之
分
限
り
候
儀
一
天
有
之
間

ミ
ツ

敷
、
又
御
機
密
之
義
と
も
違
ひ
、
壱
統
見
聞
仕
居
候
、
凶
年
二
付
御
領
民
御
救
ひ
之
た
め

（
処
存
）

に
御
座
候
得
者
、
余
多
之
御
家
中
二
者
能
ぎ
存
知
付
之
も
の
も
可
有
之
、
言
語
〈
上
方
御

（
×
ミ
）
（
而
）

開
不
被
成
候
而
者
、
下
よ
り
進
候
儀
は
古
今
無
之
候
、
左
様
ニ
御
仕
向
キ
被
遊
候
〈
、
、

所
存
有
之
者
〈
難
有
、
無
覆
臓
、
臂
わ
ぱ
壱
尺
の
力
の
者
も
憤
発
致
候
得
者
、
弐
尺
二
も

追
而
者
含
之
旨
も
有
之
候
、
猶
時
分
柄
加
養
専
一
之
事
二
候
也

二
月
廿
三
日

御
上
書
中
村
伝
五
郎
へ

右
御
直
書
、
高
根
金
弥
ヲ
以
詰
処
へ
被
下
之
、
外
二
御
羽
織
御
三
徳
拝
領
被
仰

付
候
よ
し

子
時
天
保
五
甲
午
十
月
、
大
館
御
地
頭
近
藤
五
郎
兵
衛
様
方
拝
借
、
写
之
取

借
、
写
之
取

注
（
角
館
町
勝
楽
丁
、
千
代
家
所
蔵
「
中
村
上
書
之
写
」
あ
と
書
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
）

琴
右
は
去
天
保
五
年
甲
午
二
月
中
、
御
膳
番
中
村
伝
五
郎
上
書
也
、
本
書
久
府
柏
何
某

が
借
候
而
写
者
也
、
果
し
て
烏
駕
馬
之
誤
甚
タ
多
く
、
或
〈
閾
た
る
処
も
可
有
之
故

今
考
ひ
合
せ
、
或
〈
添
削
し
て
書
す
る
事
然
り
、
実
二
後
覧
を
揮
る
。
千
時
天
保
七

丙
申
仲
春
中
旬

（
）
の
部
分
が
千
代
家
本
に
書
か
れ
て
い
る
勺

（
１
）
…
…
御
廻
米
此
上
（
御
見
込
丈
ヶ
御
調
被
成
兼
候
而
〈
已
二
給
分
米
迄
）
御

引
上
ケ
ニ
…
…

（
２
）
…
…
御
買
入
被
成
候
に
も
、
（
又
其
間
に
御
手
後
二
相
成
、
諸
国
よ
り
買
立

ら
れ
候
而
者
、
越
後
辺
に
も
）
売
米
無
之
．
：
…
…

（
３
）
御
勘
定
方
（
能
代
方
）
御
町
方
（
三
方
）
取
合
・
・
…
：
：

（
４
）
…
…
苦
労
を
も
不
奉
存
（
苦
労
も
無
之
、
明
日
鑛
二
至
候
を
も
不
存
、
上
之

御
苦
柄
を
も
不
奉
存
）
金
銀
財
宝
・
…
：
…

（
こ
の
部
分
千
代
家
本
で
は
）

（
５
）
古
人
有
言
…
…
（
古
人
有
し
云
ヘ
ル
コ
ト
、
夫
レ
商
売
之
趨
ル
レ
利
二
也
、
速
ヵ
也
一
一

乎
飛
夫
ョ
リ
｜
、
商
売
之
争
プ
レ
利
ヲ
也
、
父
モ
不
し
能
ハ
レ
止
ル
コ
ト
レ
子
ヲ
、
子
モ

ア
ラ
ヲ
ノ
ル
ヲ
ヤ
コ
ト

不
し
邉
顧
ル
ニ
レ
父
其
用
し
智
也
、
道
術
之
士
モ
且
シ
不
し
能
し
及
フ
焉
、
其
行
テ
レ

ル
レ
ヤ

険
二
而
弗
レ
擢
也
、
雌
モ
ニ
寶
育
ト
》
且
シ
不
し
能
ハ
レ
過
ル
コ
ト
之
二
、
商
買
之
従
ニ

ヲ
イ
ク
ン
ソ
ニ
ハ
ン
ヤ

事
ス
ル
於
貨
利
二
｜
、
如
ク
レ
此
ノ
其
ノ
用
ル
レ
心
ヲ
如
シ
レ
此
、
若
し
之
何
与
口
乎

ノ
二

是
故
上
之
人
与
二
商
買
一
争
う
テ
レ
利
ヲ
而
能
ク
勝
ツ
レ
之
二
者
自
リ
レ
古
末
華
一
之

太
田
新
田
村

長
谷
川
氏
庫
書

秋田高専研究紀要第10号
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上
書
を
差
出
し
た
人
物
、
中
村
伝
五
郎
に
つ
い
て
は
そ
の
生
没
の
年
を
は
じ
め
十
分
な

材
料
を
見
出
せ
な
い
が
、
若
干
の
史
料
か
ら
天
保
前
後
の
時
期
に
い
か
な
る
役
に
あ
っ
た

か
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
。

（
３
１
）

若
干
時
期
が
ず
れ
る
が
、
天
保
十
二
年
の
藩
の
分
限
帳
に
よ
れ
ば
、
彼
の
禄
高
は
百
八

十
五
石
五
升
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
の
中
村
の
経
歴
を
ゑ
る
と
、

文
化
十
四
年
十
二
月
二
八
日
、
大
番
組
頭
に
な
り
、
文
政
四
年
十
一
月
、
何
が
理
由
か
不

明
だ
が
「
有
罪
被
罹
」
と
し
て
辞
し
、
同
六
年
二
月
二
七
日
そ
の
役
に
復
帰
し
て
い
る
。

そ
し
て
翌
七
年
閏
八
月
二
一
日
御
刀
番
と
な
り
、
そ
れ
を
い
つ
や
め
た
か
、
あ
る
い
は

（
⑨
色
）

そ
の
ま
ま
在
任
し
て
い
た
か
不
明
だ
が
、
天
保
元
年
三
月
五
日
に
御
納
戸
役
と
な
り
、
天

保
三
年
八
月
二
九
日
に
御
膳
番
に
な
っ
て
い
る
。
同
五
年
二
月
の
上
書
は
こ
の
在
勤
中
の

も
の
で
あ
り
、
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
二
月
二
二
日
、
仙
北
郡
の
郡
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
、

同
八
年
七
月
二
九
日
に
会
田
久
左
衛
門
に
か
わ
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
同

日
付
で
ふ
た
た
び
御
膳
番
に
「
奉
行
格
ヲ
以
テ
」
か
え
り
さ
き
、
さ
ら
に
天
保
十
一
年
三

月
五
日
、
再
度
仙
北
郡
の
郡
奉
行
と
な
り
、
翌
十
二
年
八
月
五
日
、
ま
た
御
膳
番
に
な
っ

（
⑥
⑨
）

て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
の
禄
高
と
経
歴
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
藩
内
に
お
い
て
中
堅
上
層
ク
ラ
ス
と
ほ
ぼ
ゑ
て

氷
〉
よ
い
。

天
保
五
年
二
月
一
九
日
Ｉ
そ
の
時
城
下
久
保
田
に
は
ま
だ
知
ら
せ
が
届
い
て
は
い
な

か
っ
た
が
、
仙
北
郡
奥
北
浦
地
方
の
農
民
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
か
か
げ
て
、
そ
の

前
日
か
ら
行
動
を
お
こ
し
て
い
た
の
だ
が
’
一
月
の
仙
北
郡
前
北
浦
に
お
こ
っ
た
一
撲

の
の
ち
、
米
の
供
給
不
足
は
そ
の
調
達
に
い
よ
い
よ
困
難
を
ま
し
、
苦
境
に
お
ち
い
っ
て

い
た
藩
は
勘
定
奉
行
、
評
定
奉
行
を
そ
れ
ぞ
れ
集
め
て
当
面
の
打
解
策
を
求
め
て
各
人
の

へへ
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三
若
干
の
問
題
点

（
二
中
村
伝
五
郎
に
つ
い
て

ヲ
聞
カ
ニ
と
い
へ
り
）
い
へ
り
…
…
…

貯
申
候
者
勿
論
（
貯
は
勿
論
）

…
．
：
世
話
致
候
得
者
（
民
心
も
安
堵
可
致
、
民
心
安
堵
さ
へ
致
候
得
者
）
御

領
内
無
事
二
…
…
…

（
二
）
上
書
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て

（
４
坐
）

意
見
を
徴
し
た
。

前
者
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
見
解
が
出
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て

は
、
野
上
国
佐
、
諸
橋
吉
兵
衛
、
橋
本
五
郎
左
衛
門
、
根
本
左
司
馬
、
清
水
新
太
郎
が
セ

ツ
時
に
御
前
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
際
野
上
は
そ
の
任
に
は
な
か
っ
た
が
、
と
く
に
一
緒

に
出
席
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
「
此
節
非
常
之
米
差
支
之
趣
追
々
申
出
、
一
統
之
扱
方
苦
労
二
候
、
何
れ
も
存

（
戸
院
Ｕ
）

慮
無
覆
蔵
申
聞
候
様
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
中
安
主
典
、
町
田
大
之
進
が
、

「
御
政
事
之
義
者
御
家
老
共
、
御
評
定
奉
行
へ
重
く
委
任
被
成
置
候
得
と
も
、
交
々
得
失

も
可
有
之
、
既
往
之
事
た
り
と
も
被
相
改
候
筋
も
可
有
之
、
第
一
此
節
柄
御
米
一
条
非
常

之
御
差
支
之
義
二
候
、
尤
仕
覚
形
勘
定
奉
行
相
預
候
儀
二
御
座
候
得
共
、
得
失
等
御
役
人

共
善
悪
可
否
之
儀
を
も
無
思
慮
可
申
上
段
、
等
を
越
候
而
も
存
分
一
杯
心
底
不
残
可
申
上

（
虞
Ｕ
）

旨
被
仰
出
」
さ
ら
に
個
人
的
に
申
出
べ
き
筋
も
あ
れ
ば
、
「
別
段
何
時
二
而
も
御
目
通
被

仰
付
」
、
又
は
「
書
取
封
書
を
以
也
共
可
申
上
」
と
伝
え
、
さ
ら
に
副
役
共
へ
は
座
敷
の

混
雑
を
理
由
に
召
集
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
趣
旨
を
よ
く
伝
え
、
「
是
又
存
盧
之
旨
無
覆

蔵
右
之
心
得
を
以
可
申
上
」
き
こ
と
を
伝
え
た
。

そ
し
て
、
野
上
、
諸
橋
、
橋
本
、
根
本
が
順
に
意
見
を
の
べ
、
さ
ら
に
重
ね
て
野
上
が

（
”
Ｊ
）

意
見
を
開
陳
し
た
。

そ
れ
が
す
ん
で
、
次
に
「
御
側
方
之
面
々
へ
も
申
上
候
儀
も
御
座
候
〈
、
無
思
慮
可
申

上
」
き
旨
の
意
が
あ
っ
た
の
で
、
「
根
本
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
御
膳
番
中
村
伝
五
郎
申
上

候
〈
、
五
郎
左
衛
門
申
上
候
儀
御
宜
様
二
奉
存
候
、
右
二
付
候
而
〈
此
間
病
中
書
取
を
以

御
内
覧
二
奉
入
候
書
載
評
定
奉
行
共
へ
申
合
、
如
何
御
座
候
哉
と
奉
御
伺
申
上
候
所
、
左

様
可
致
御
意
有
之
、
伝
五
郎
相
進
ミ
書
販
読
之
候
上
、
御
前
中
務
殿
へ
御
渡
二
相
成
」
と

い
っ
た
形
で
彼
の
意
見
が
の
べ
ら
れ
た
の
が
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

（
加
カ
ー
誰
者
）
（
８
）

中
村
に
つ
づ
い
て
、
御
膳
番
嘉
藤
小
八
郎
、
御
納
戸
役
滑
川
長
蔵
が
言
上
し
た
が
、
そ

れ
は
「
詰
る
処
伝
五
郎
申
上
候
筋
二
御
座
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
五
シ
時
過
に
そ
の
会
合

は
終
っ
た
。

以
上
か
ら
、
こ
の
上
書
は
た
し
か
に
二
月
一
九
日
以
前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
「
根
本
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
中
村
上
書
の
大
旨
は
、
平
常
郡
奉
行
は
こ
れ
迄
四
人
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
非
常
時
で
あ
る
か
ら
人
員
を
ふ
や
し
、
一
郡
一
人
宛
任
命
し
て
現
地
に

定
駐
し
、
支
配
地
を
よ
く
掌
握
し
て
政
務
を
は
た
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
人
物
は
、

「
徳
義
之
有
之
候
者
」
を
え
ら
ん
で
任
命
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
其
外
ニ
モ
有
之
候
得
と
も

昭和ｦ0年2月
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そ
し
て
現
在
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
「
幾
百
年
二
も
無
之
非
常
之
御
場
合
」
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
御
家
中
始
御
領
民
迄
も
死
力
を
尽
し
不
申
候
得
〈
不
相
済
る
く
当
然
之
筋

二
御
座
候
」
と
い
う
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
。

天
保
四
年
夏
の
士
崎
港
の
騒
動
や
、
五
年
一
月
の
仙
北
郡
前
北
浦
一
櫟
に
つ
い
て
、
そ

れ
は
「
上
之
難
有
思
召
之
下
へ
通
し
兼
候
故
に
可
有
之
」
と
そ
の
限
界
を
有
し
つ
つ
も
、

「
畢
寛
中
程
に
居
候
役
人
之
仕
業
二
而
、
（
農
民
は
ｌ
引
用
者
）
唯
に
居
候
得
者
皆
餡
命

二
及
外
無
之
」
き
の
は
当
然
で
あ
る
と
そ
の
行
動
に
そ
れ
な
り
の
判
断
が
示
さ
れ
、
「
治

る
も
乱
る
も
取
扱
之
人
の
得
失
に
可
有
之
」
と
ゑ
て
い
る
。

そ
し
て
為
政
者
が
全
力
を
か
た
む
け
て
も
な
お
「
御
救
に
御
届
無
之
、
餓
死
出
候
義
は

無
御
拠
儀
と
奉
存
候
」
と
し
な
が
ら
も
、
金
を
工
面
し
て
調
達
し
つ
つ
こ
の
上
な
お
「
御

他
領
よ
り
御
買
入
之
儀
は
最
第
一
ト
奉
存
候
」
と
そ
の
努
力
を
続
け
る
こ
と
を
主
張
し
、

あ
わ
せ
て
領
内
に
お
い
て
も
、
「
此
上
重
職
之
方
に
て
も
被
仰
付
御
領
内
相
廻
り
」
領
主
の

意
向
を
よ
く
人
民
に
説
諭
す
れ
ば
「
騒
立
之
事
も
有
之
間
敷
」
く
、
ま
た
「
仙
北
辺
米
有

之
も
の
〈
指
上
可
申
」
と
い
さ
さ
か
あ
ま
い
観
測
の
提
案
を
し
て
い
る
。

右
の
他
地
域
か
ら
の
買
米
に
つ
い
て
は
凶
作
に
な
や
む
東
北
諸
領
主
は
い
ず
れ
も
そ
の

調
達
に
苦
労
し
た
が
、
比
較
的
距
離
が
近
く
余
裕
の
あ
っ
た
新
潟
に
集
中
し
て
い
っ
た
よ

（
９
）

う
で
あ
り
、
と
く
に
秋
田
藩
の
調
達
の
奔
走
は
目
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
廻

米
確
保
に
懸
命
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
深
刻
な
事
態
が
あ
っ
た
。

重
役
の
領
内
巡
行
は
、
一
八
日
以
来
の
奥
北
浦
一
摸
の
知
ら
せ
の
入
っ
た
一
三
日
、
急

拠
再
度
評
議
を
お
こ
な
っ
た
席
上
で
、
直
接
領
主
の
早
急
な
巡
行
が
協
議
せ
ざ
る
を
得
な

い
は
め
に
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
上
書
は
最
後
の
方
で
、
下
の
者
か
ら
の
意
見
を
上
の
方
が
よ
く
聞
く
よ
う
に
仕

向
け
た
な
ら
ば
、
「
余
多
之
御
家
中
二
者
能
き
存
知
之
も
の
も
可
有
之
」
、
そ
し
て
そ
れ
が

う
ま
く
お
こ
な
わ
れ
た
な
ら
ば
、
「
壱
尺
の
力
の
者
も
憤
発
候
得
者
弐
尺
二
も
届
候
力

力
量
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
認
識
を
持
っ
て
い
た
。

先
ハ
眼
目
此
一
条
二
有
之
候
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

上
書
の
な
か
で
た
し
か
に
彼
は
い
ろ
ん
な
点
に
ふ
れ
て
お
り
、
ど
こ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
の
か
一
見
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
主
眼
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
も
よ
ゑ
と
れ
る
。
し

か
し
そ
れ
以
外
の
点
で
な
お
い
く
つ
か
問
題
を
上
書
の
な
か
か
ら
ひ
ろ
っ
て
象
よ
う
。

去
今
の
状
況
か
ら
、
政
治
に
よ
る
し
き
を
得
な
け
れ
ば
、
「
数
万
之
人
民
、
皆
愚
二
あ

ら
す
、
豈
欺
得
ん
や
、
虎
の
恕
る
く
あ
た
る
へ
か
ら
す
、
人
心
壱
度
動
か
は
大
水
之
寄
か

如
く
推
止
る
事
を
得
ん
や
」
と
、
前
の
月
に
一
摸
を
ゑ
て
い
た
と
は
い
え
、
人
民
大
衆
の

注 〈
出
可
申
」
と
の
べ
て
い
る
。

し
か
し
文
化
・
文
政
期
以
降
、
藩
が
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
殖
産
政
策
、
な
か
ん
ず

く
養
蚕
業
が
こ
の
大
凶
作
の
直
前
の
天
保
二
年
に
挫
折
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を

（
皿
）

め
ぐ
る
藩
内
の
対
立
と
い
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
承
る
時
、
こ
の
中
村
が
そ
う
し
た
人
脈
の

な
か
で
奈
辺
に
あ
っ
た
か
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
上
書
を
文
面
通
り
す
な
お
に

ょ
ゑ
と
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
な
お
問
題
が
残
る
。

そ
う
し
た
点
を
含
め
た
諸
問
題
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

（
句
ｊ
）

へへへへ
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（
８
）

（
９
）

（
１
１
）

（
句
色
）

「
天
保
十
二
丑
年
改
、
御
旗
本
諸
士
並
支
配
附
分
限
帳
」
（
同
前
、
栗
盛
文
庫
）

「
諸
役
人
附
」
（
〈
原
表
紙
〉
「
天
明
二
寅
年
ヨ
リ
天
保
九
戌
年
改
、
同
十
二
丑

再
改
、
諸
役
附
」
同
文
庫
）
に
よ
る
。

な
お
天
保
二
年
に
は
御
納
戸
役
で
あ
っ
た
こ
と
は
他
の
史
料
か
ら
も
確
か
め

ら
れ
る
（
秋
田
郡
太
田
新
田
村
「
天
保
弐
年
屋
形
様
御
渡
野
御
宿
割
帳
」
〈
北

秋
田
郡
謄
巣
町
栄
太
田
、
長
谷
川
文
書
〉
）
。

同
前
「
諸
役
人
附
」

「
根
本
日
記
」
天
保
五
年
二
月
一
九
日
の
条
。

同
前
書
、
引
下
の
引
用
、
特
に
こ
と
わ
り
な
き
限
り
同
日
記
に
よ
る
。

こ
の
趣
旨
は
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
、
「
八
丁
夜
話
」
第
十
一
（
『
第
二
期
新
秋

田
叢
書
』
。
、
二
七
○
ｔ
二
七
一
頁
）
に
も
あ
る
。

「
根
本
日
記
」
と
「
八
丁
夜
話
」
（
同
前
書
二
七
一
’
六
頁
）
の
天
保
五
年
二
月

一
九
日
の
条
に
各
人
の
の
べ
た
大
旨
が
ほ
ぼ
同
様
の
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
夜
話
」
の
方
で
は
根
本
の
意
見
は
、
「
段
々
同
役
と
も
申
上
候
件

々
、
私
に
お
ゐ
て
も
至
極
と
奉
存
候
」
と
の
承
し
る
し
て
い
る
が
、
「
日
記
」

で
は
こ
の
部
分
が
当
然
と
は
い
え
詳
し
い
点
が
こ
と
な
っ
て
い
る
。

前
掲
「
諸
役
人
附
」
や
「
八
丁
夜
話
」
で
は
加
藤
小
八
郎
に
な
っ
て
い
る
。

藩
の
役
人
で
当
時
そ
の
衝
に
あ
た
っ
た
人
の
手
記
な
ど
は
見
出
せ
な
い
が
、
山

形
の
谷
地
町
の
『
大
町
念
仏
講
帳
』
の
天
保
五
年
三
月
の
箇
所
に
次
の
よ
う
な

内
容
の
部
分
が
あ
る
。
現
在
で
は
容
易
に
入
手
し
難
い
の
で
こ
こ
に
そ
の
関
係

部
分
を
示
し
て
お
く
。

「
十
七
日
弥
之
助
新
潟
へ
様
子
聞
二
罷
出
候
処
、
諸
大
名
よ
り
去
暮
よ
り
詰

会
夫
食
買
入
二
罷
出
候
〈
、
秋
田
様
南
部
様
松
前
様
津
軽
様
秋
元
様
戸
沢
様
六
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（
あ
と
が
き
）

本
稿
に
利
用
し
た
史
料
の
調
査
に
あ
た
っ
て
御
便
宜
を
は
か
っ
て
く
だ
さ
っ
た
騰
巣
町

栄
太
田
、
長
谷
川
啓
司
氏
、
角
館
町
東
勝
楽
丁
、
千
代
家
の
方
々
に
厚
く
感
謝
し
た
い
。

本
稿
提
出
後
、
斎
藤
純
「
幕
藩
制
解
体
過
程
に
お
け
る
階
級
闘
争
と
領
主
権
力
」
（
「
人

民
の
歴
史
学
」
第
三
九
号
、
一
九
七
四
年
十
二
月
）
で
こ
の
一
摸
を
取
上
げ
て
い
る
。
言

及
し
た
い
い
く
つ
か
の
論
点
が
あ
る
が
、
い
ま
は
一
の
注
（
１
）
の
補
足
と
い
っ
た
形
に

と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。

研
究
会
刊
、

（
旧
）
国
安
寛
司

五
六
頁
）
。

研
究
会
刊
、「秋

（
マ
マ

郷
様
酒
井
様
其
外
下
筋
諸
家
様
方
、
去
暮
買
入
米
積
出
候
段
、
新
潟
町
奉
候
所

行
カ
ー
引
用
者
）

へ
御
懸
合
被
成
候
処
、
湊
留
メ
、
殊
二
当
国
と
て
も
去
巳
〈
不
作
二
付
、
既
二

村
上
辺
二
而
騒
動
二
及
候
儀
故
、
津
出
相
成
申
間
敷
由
返
答
二
付
、
諸
家
様
御

役
人
方
二
而
〈
、
国
元
二
而
餓
死
多
分
有
之
上
〈
是
非
積
出
度
段
御
懸
合
、
其

内
秋
田
様
よ
り
百
五
十
余
人
新
潟
へ
詰
合
、
鑓
先
に
て
も
可
請
取
な
と
申
候
由

二
付
、
御
双
方
よ
り
江
戸
御
伺
二
相
成
候
上
、
問
屋
共
取
扱
二
而
金
百
両
之
内

よ
り
三
俵
宛
新
潟
救
粥
二
御
手
伝
、
又
長
岡
様
一
天
御
役
銭
不
被
取
筈
二
而
、

近
頃
よ
り
積
出
二
相
成
候
」
（
今
田
信
一
編
『
大
町
念
仏
講
帳
』
山
形
県
郷
士

近
頃
よ
り
積
出
二
相
成
候
」

一
九
四
○
年
、

田
藩
に
於
け
る
寛
政
殖
産
興
業
の
実
体
」

二
一
五
頁
）
。

（
＊
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
非
常
勤
職
員
）

（
「
歴
史
」
第
九
輯
、

昭和50年2月
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